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平成28年５月13日

各 位

会 社 名 阪急阪神ホールディングス株式会社

代表者名 代表取締役社長 角 和夫

（コード番号9042 東証第一部）

問合せ先 グループ経営企画室 広報部長 中西達也

（TEL．06－6373－5092）

単元株式数の変更、株式併合及び定款一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年６月14日開催予定の当社第178回定時株

主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）に単元株式数の変更、株式併合及び定款一

部変更について付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．単元株式数の変更

（１）変更の理由

  全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、平成 30 年 10月

１日までにすべての国内上場会社の普通株式の売買単位を 100株に統一することを目

指しております。当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、

当社株式の売買単位である単元株式数を現在の 1,000 株から 100 株に変更いたします。

（２）変更の内容

  平成 28 年８月１日をもって単元株式数を 1,000 株から 100 株に変更いたします。

（ご参考）

平成 28 年 7 月 27 日をもって、東京証券取引所における売買単位も 100 株に変更さ

れることになります。

  

（３）変更の条件

   本定時株主総会において、下記「２．株式併合」に関する議案及び下記「３．定款

一部変更」に関する議案が承認可決されることを条件といたします。
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２．株式併合

（１）株式併合を行う理由

  上記「１．単元株式数の変更」のとおり、単元株式数を 1,000 株から 100 株にする

にあたり、中長期的な株価変動を勘案しつつ、投資単位を適切な水準に調整するため、

株式併合を行います。

（２）併合の内容

① 併合する株式の種類  普通株式

② 併合の方法・比率   平成 28 年８月１日をもって、同年７月 31 日現在の株

主名簿に記載又は記録された株主様の所有株式数を基

準に、５株につき１株の割合で併合いたします。

③ 併合により減少する株式数

併合前の発行済株式総数（平成 28 年３月 31 日現在） 1,271,406,928 株

併合により減少する株式数 1,017,125,543 株

併合後の発行済株式総数 254,281,385 株

  （注）「併合により減少する株式数」及び「併合後の発行済株式総数」は、併合前の

発行済株式総数及び株式の併合割合に基づき算出した理論値です。

（３）併合により減少する株主数

平成 28 年３月 31 日現在の当社株主名簿に基づく株主構成は次のとおりです。

株主数（割合） 所有株式数（割合）

５株未満所有株主 3,887 名（3.69%） 4,812 株（0.00%）

５株以上所有株主 101,378 名（96.31%） 1,271,402,116 株（100.00%）

総株主 105,265 名（100.00%） 1,271,406,928 株（100.00%）

（注）５株未満のみご所有の株主様は、株式併合により当社株主としての地位を失

うことになります。なお、株式併合の効力発生前に、「単元未満株式の買増し」

又は「単元未満株式の買取り」の手続きをご利用いただくことも可能ですの

で、お取引の証券会社又は当社の株主名簿管理人までお問い合わせください。

（４）１株未満の端数が生じる場合の処理

株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、端

数が生じた株主の皆様に対して、その端数の割合に応じて金銭をお支払いいたします。

（５）株式併合の条件

   本定時株主総会において、本株式併合に関する議案及び「３．定款一部変更」に関

する議案が承認可決されることを条件といたします。
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３．定款一部変更

（１）変更の理由

① 上記「２．株式併合」に関する議案が承認可決されることを条件として、株式

併合の割合に応じて発行可能株式総数を減少させるため、現行定款第６条を変更

するとともに、単元株式数を 1,000 株から 100 株に変更するため、現行定款第８

条を変更いたします。

なお、本変更については、株式併合の効力発生日である平成 28年８月１日をも

って効力が発生する旨の附則を設け、効力発生日経過後、本附則を削除するもの

といたします。

② 「会社法の一部を改正する法律」（平成 26年法律第 90 号）により、責任限定契

約を締結できる取締役及び監査役の範囲が拡大されたことに伴い、それらの取締

役及び監査役についても、その期待される役割を十分に発揮できるよう、現行定

款第 28 条及び第 35条をそれぞれ変更いたします。

なお、現行定款第28条の変更に関しましては、監査役全員の同意を得ております。

（２）変更の内容

  変更の内容は次のとおりです。

（下線は変更箇所を示します。）

現   行   定   款 変   更   案

（発行可能株式総数）

第６条 本会社の発行可能株式総数は、

３２億株とする。

（発行可能株式総数）

第６条 本会社の発行可能株式総数は、

６億４千万株とする。

（単元株式数）

第８条 本会社の単元株式数は、１，０００株

とする。

（単元株式数）

第８条 本会社の単元株式数は、１００株と

する。

（社外取締役との責任限定契約）

第 28 条 本会社は、社外取締役との間で、

当該社外取締役の会社法第４２３条第１

項の責任について、善意でかつ重大な過

失がないときは、法令の定める額を限度

額として損害賠償責任を限定する契約を

締結することができる。

（取締役との責任限定契約）

第 28 条 本会社は、取締役（業務執行取締

役等であるものを除く。）との間で、当該取

締役の会社法第４２３条第１項の責任につ

いて、善意でかつ重大な過失がないときは、

法令の定める額を限度額として損害賠償責

任を限定する契約を締結することができ

る。
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現   行   定   款 変   更   案

（社外監査役との責任限定契約）

第 35 条 本会社は、社外監査役との間で、

当該社外監査役の会社法第４２３条第１

項の責任について、善意でかつ重大な過

失がないときは、法令の定める額を限度

額として損害賠償責任を限定する契約を

締結することができる。

（監査役との責任限定契約）

第 35 条 本会社は、監査役との間で、当該

監査役の会社法第４２３条第１項の責任に

ついて、善意でかつ重大な過失がないとき

は、法令の定める額を限度額として損害賠

償責任を限定する契約を締結することがで

きる。

＜新 設＞

附 則

第１条 第６条及び第８条の変更は、平成 28

年８月１日をもって効力が発生するものと

する。

本条は平成 28 年８月１日の経過後、こ

れを削除するものとする。

（３）変更の条件

  本定時株主総会において、上記「２．株式併合」に関する議案及び本定款一部変更

に関する議案が承認可決されることを条件といたします。

４．単元株式数の変更、株式併合及び定款一部変更の日程

取締役会決議日 平成 28 年５月 13 日

定時株主総会決議日 平成 28 年６月 14 日（予定）

定款一部変更（第６条及び第８条を除く）の効力発生日 平成 28 年６月 14 日（予定）

単元株式数の変更の効力発生日 平成 28 年８月１日（予定）

株式併合の効力発生日 平成 28 年８月１日（予定）

定款一部変更（第６条及び第８条）の効力発生日 平成 28 年８月１日（予定）

（ご参考）

上記のとおり、単元株式数の変更及び株式併合の効力発生日は平成 28 年８月１日です

が、株式売買後の振替手続きの関係で、東京証券取引所における当社株式の売買単位

が 1,000 株から 100 株に変更される日は平成 28 年 7 月 27 日となります。

以 上

【添付資料】

（ご参考）単元株式数の変更及び株式併合に関するＱ＆Ａ
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（ご参考）

単元株式数の変更及び株式併合に関するＱ＆Ａ

Ｑ１．単元株式数の変更とはどのようなことですか。

単元株式数とは、株主総会における議決権の単位及び証券取引所において売買の単位と

なる株式数のことです。現在、当社の１単元の株式数は1,000株ですが、これを100株に変

更するのが、今回の単元株式数の変更です。

Ｑ２．株式併合とはどのようなことですか。

株式併合とは、複数の株式を併せて、それより少数の株式とすることです。

今回、当社では、単元株式数を100株に変更することに併せて、５株を１株に併合するこ

とを予定しております。

Ｑ３．単元株式数変更、株式併合の目的を教えてください。

全国証券取引所は、「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、すべての国内上場会

社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。

当社は、東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単

位である単元株式数を現在の1,000株から100株に変更することとし、併せて、当社株式に

つき、中長期的な株価変動を勘案しつつ、投資単位を適切な水準に調整するため、株式併

合を行います。

Ｑ４．株式併合によって所有株式数が減少すると、その資産価値に影響を与えないですか。

株式併合の前後で会社の資産や資本の状況は変わりませんので、株式市況の変動など他

の要因を別にすれば、株主様が所有する当社株式の資産価値に影響を与えることはありま

せん。株式併合後においては、株主様のご所有株式数は株式併合前の５分の１となります

が、１株当たりの資産価値は５倍となります。また、株価につきましても、理論上は、株

式併合前の５倍となります。

具体例を挙げてご説明いたしますと、株式併合の効力発生前後で、ご所有株式数及び資

産価値等は、理論上は、次のとおりとなります。

効力発生前 効力発生後 備考

所有株式数 10,000株 2,000株 ５分の１

株価 500円 2,500円 ５倍

資産価値 500万円 500万円 変化なし
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Ｑ５．所有株式や議決権はどうなりますか。

株主様所有の当社株式数は、今回の単元株式数の変更及び株式併合の効力発生（平成28

年８月１日予定）の前後で、次のとおりとなります。

効力発生前 効力発生後

株式数 議決権数 株式数 議決権数 端数株式

例① 2,400株 ２個 480株 ４個 なし

例② 1,903株 １個 380株 ３個 0.6株

例③ 1,000株 １個 200株 ２個 なし

例④ 525株 なし 105株 １個 なし

例⑤ 173株 なし 34株 なし 0.6株

例⑥ ４株 なし なし なし 0.8株

併合の結果、１株に満たない端数株式が生じた場合（上記の例②、⑤及び⑥のような場

合）は、端数株式の全てを当社が一括して売却処分し、または自己株式として買い取り、

端数株式が生じた株主様に対し、その処分代金又は買取代金を、端数株式の割合に応じて

お支払いいたします。端数株式の処分代金又は買取代金につきましては、平成28年10月下

旬頃、お支払いさせていただく予定にしております。

また、効力発生前のご所有株式数が５株未満の場合（上記例⑥のような場合）は、株式

併合により全てのご所有株式が端数株式となるため、株主としての地位を失うことになり

ます。

なお、株式併合の効力発生前に、「単元未満株式の買増し」、又は「単元未満株式の買取

り」の手続きをご利用いただくことにより、端数株式の処分を受けないようにすることも

可能です。具体的なお手続きは、お取引の証券会社又は後記の株式名簿管理人までお問い

合わせください。
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Ｑ６． 受け取る配当金額は、どうなるのでしょうか。

株主様が所有する当社株式数は株式併合により５分の１となりますが、株式併合の効力

発生後にあっては、併合割合（５株を１株に併合）を勘案して１株当たり配当金を設定さ

せていただく予定ですので、業績変動その他の要因を別にすれば、株式併合を理由として

株主様の受取配当金総額に影響が生じることはありません。ただし、株式併合により生じ

た端数株式につきましては、当該端数株式に係る配当は生じません。

具体例を挙げてご説明いたしますと、株式併合の効力発生前後で、ご所有株式数及び受

取配当金総額等は、次のとおりとなります。

効力発生前 効力発生後 備考

所有株式数 1,000株 200株 ５分の１

１株当たり年間配当金（予定） ７円 35円 ５倍

受取配当金総額 7,000円 7,000円 変化なし

Ｑ７．今後の具体的なスケジュールを教えてください。

具体的なスケジュールは、以下のとおり予定しております。

平成28年６月14日   定時株主総会

平成28年７月26日  1,000株単位での売買最終日

平成28年７月27日  100株単位での売買開始日

平成28年８月１日   単元株式数の変更及び株式併合の効力発生日

平成28年10月下旬頃 端数株式処分（買取）代金の支払開始

Ｑ８．株主自身で、何か必要な手続きはありますか。

特に必要なお手続きはございません。

Ｑ９．株主優待については、どうなるのでしょうか。

株主優待については、株式併合の割合に応じて優待基準株式数を変更するとともに、

100～199株（株式併合後の株式数）の優待基準を新設いたします。

なお、現在株主優待を交付している株主様への優待内容に変更はございません。詳細は

本日別途開示しております「株主優待制度の一部変更に関するお知らせ」をご参照くださ

い。
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【お問合わせ先】

単元株式数の変更及び株式併合に関してのお問い合わせ、並びに単元未満株式の買

取制度及び買増制度その他株式に関する各種お手続きについてのお問い合わせにつき

ましては、株主様がお取引されている証券会社か、証券会社に口座を作られていない

場合には、下記の株主名簿管理人（特別口座の口座管理機関）にお問い合わせくださ

い。

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目 6 番 3 号

電話 （0120）094－777（通話料無料）

以 上


